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循環型社会形成推進のための法体系

循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法廃棄物処理法 資源有効利用促進法資源有効利用促進法

環境基本法環境基本法 環境基本計画

基本的枠組み
社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制
環境負荷の低減

一般的枠組み グリーン購入法グリーン購入法
リサイクルの推進廃棄物の適正処理 グリーン調達の推進

個別物品の特性
に応じた規制

容器包装リサイクル法容器包装リサイクル法

家電リサイクル法家電リサイクル法

建設リサイクル法建設リサイクル法

食品リサイクル法食品リサイクル法

自動車リサイクル法自動車リサイクル法

容器包装の市町村による分別収集／製造・利用業者による再商品化

廃家電の小売店による引取／製造業者等による再商品化

対象建設工事の受注者による
建築物等の分別解体等／特定建設資材の再資源化等

食品の製造・加工・販売業者による再生利用等

自動車製造業者等によるエアバッグ・シュレッダー
ダストの再資源化、フロン類の破壊

H12以前の制定法

H12改正法

H12新規制定法
H14新規制定法

建設リサイクル法建設リサイクル法建設リサイクル法建設リサイクル法

はじめに
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分
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工

都道府県
知事

都道府県
知事

①書面による説明

②契約

③事前届出

④変更命令 ⑤契約

⑤告知

発注者発注者 元請業者元請業者

下請業者下請業者
届出事項に関す
る書面の作成

分別解体等の計画
（届出書）の作成届出の受理・確認

受 注 者受 注 者

行 政行 政 発 注 者発 注 者 受 注 者受 注 者

分別解体等
の実施

・分別解体等に係る施工方法に関する基準
・技術管理者の設置
・現場における標識の掲示 等

受 注 者受 注 者

再資源化等
の実施

・特定建設資材廃棄物は再資源化を義務付け
・指定建設資材廃棄物（木材）は一定の基準を

満たす場合のみ縮減（単純焼却等）を許容

都道府県
知事

都道府県
知事

助言・勧告・命令等

都道府県
知事

都道府県
知事

助言・勧告・命令等

元請業者元請業者

再資源化等の
完了確認

発注者発注者

⑥書面による
完了報告

都道府県
知事

都道府県
知事

⑦再資源化が適正に
行われなかっ
た場合の申告

国の基本方針

都道府県の実施指針

解体工事業者
の登録制度
（建設業許可業
者は登録不要）

建設リサイクル法の仕組み

処

理

完
了
報
告

＜対象建設工事＞
特定建設資材を用いた建築物等に係る以下の工事
(1)建築物解体工事：床面積合計80m2以上
(2)建築物新築・増築工事：床面積合計500m2以上
(3)建築物修繕・模様替等：請負代金１億円以上
(4)その他の工作物工事：請負代金500万円以上

＜特定建設資材＞
(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート

助言・勧告・命令等

第１章 １
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建設リサイクル制度における主な課題（1/2）

生 産
（製造・流通等）

生 産
（製造・流通等）

消費・使用消費・使用

天然資源投入天然資源投入

処 理処 理
分別解体等

再資源化

縮減

（マテリアル／サーマル）
・特定建設資材廃棄物
・それ以外

再生資材の利用

最終処分最終処分

発生抑制

再使用

適正処理

（建設リサイクル法の範囲）

1.天然資源の消費抑制

3.処分量減少による

環境負荷の低減

2.循環利用の促進

a)建設廃棄物の
再資源化の促進

b)建設廃棄物の適正処理の徹底
と不法投棄・不適正処理の防止

建設分野における
アクション

循環型社会の概念

e)建設廃棄物の発生抑制の強化

f)建設資材等の
再使用の促進

g)再生資材の利用促進

c)関係者の連携強化

d)理解と参画の推進

横断的取組

■建設分野における循環型社会形成に向けたアクション

製造業者

ユーザー

収集・運搬業者

中間処理業者

最終処分
業者

廃 棄廃 棄
発注者

排出事業者

モノの流れ

お金の流れ

情報の流れ
（マニフェスト：処理時）

情報の流れ
（マニフェスト：処理後）

情報の流れ
（その他）

第１章 １
第１章 ２（１）～（２）
第１章 ３（１）～（３）
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生産
（製造・流通等）

生産
（製造・流通等）

消費・使用消費・使用

廃棄廃棄

天然資源投入天然資源投入

処理処理

分別解体等

再資源化

縮減

（マテリアル／サーマル）
・特定建設資材廃棄物 ・それ以外

最終処分最終処分

建設分野に
おけるアクション

建設分野における
主な課題

適正処理

（建設リサイクル法の範囲）

b1)依然として不法投棄・不適正処理が多いこと

a5)再資源化状況の把握が
必ずしも十分とはいえないこと

a1)応分の費用負担に対する
発注者等の意識が高くないこと

a2)分別解体等の取組が十分でないケースがあること

a6)木材の縮減が多く、再資源化率が低いこと

a7)廃石膏ボード等の再資源化の取組の遅れ

b2)廃棄物処理状況の把握が必ずしも十分とはいえないこと

a3)分別解体の施工方法が不明確なケースがあること

a4)特定建設資材の再資源化に支障を来す建設資材の存在

d)建設リサイクルに
ついての国民の理
解・意識が高くない
こと

循環型社会の概念

1.天然資源の消費抑制

3.処分量減少による

環境負荷の低減

2.循環利用の促進

横断的取組
c)関係者間の意思
疎通や情報交換が
必ずしも十分でない
こと

建設リサイクル制度における主な課題（2/2）
■建設分野における循環型社会形成に向けた主な課題

再生資材の利用

発生抑制

再使用

e)発生抑制の取組は
緒に就いたばかりであること

f)建設資材等の再使用の
概念が希薄であること

g)再生資材利用の取組が
必ずしも十分とはいえないこと

第１章 １
第１章 ２（１）～（２）
第１章 ３（１）～（３）
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■As塊及びCo塊は、ほとんどが再資源化施設で破砕されたのち、建設工事にて「再生
砕石」や「再生As合材用骨材」等として利用されている。
※コンクリート及び鉄からなる建設資材は、破砕することによって容易に鉄を取り出すことができ、建設工事に使用されている

鉄が不要となったものについては有価で引き取られて再生されている。

■建設発生木材は、77％が再資源化施設へ搬入されチップ化。一方で23%が縮減。

特定建設資材廃棄物のリサイクルフロー

①アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊

出典：平成１７年度建設副産物実態調査 （国土交通省）

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

再資源化率 (②+⑤)／① = 98.6%

再資源化率 (②+⑤)／① = 98.1%

［うち、現場内利用］
86

⑧再生Ａs合材
4,055

⑦Ａs合材
(新材）

818

最終処分場
再生砕石等

1,060

⑧再生砕石
　　　4,565

⑨鉱さい  543

③再資源化
　 施設へ
　　　3,102

再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂
364

⑦砕石（新材）
13,189

④最終処分 23

④最終処分 40

 1%

1%

②工事間利用
   43(2%)

②工事間利用
　73(2%)

単位：万トン

72%

25%

3%

17%

83%

粒度調整等
714

Ｃo
発生量
　3,301

Ａs
発生量
　2,631

⑥最終処分
20(1%)

⑥最終処分
14(1%)

※四捨五入の関係上、合計があわない場合がある。

現場内利用
785

現場内利用
4

［うち、現場内利用］
24

再資源化施設
As破砕,合材

⑩砕石類
利用量
18,296

⑨Ａs合材
利用量
4,873

Ａｓ用骨材等
2,545

⑤
再資源化
　   2,526
     97%

①
Ａs搬出量

2,606

③再資源化
　 施設へ
　　　2,541

①
Ｃo搬出量
　　3,215

⑤
再資源化
　  3,082
     96%

再資源化施設
Co破砕

77%
③再資源化
　 施設へ
　　　　　363

6% ⑤最終処分 28

再資源化
施設

最終処分 44

3% ②工事間利用　13

65%　⑥再資源化施設後
　　　　　再利用　308

1% ⑩焼却施設後最終処分 7

14%④焼却施設へ 67 焼却施設

13% ⑨焼却施設減量化量 60

2%  ⑧再資源化施設後
　　　　最終処分量 9

再資源化率　 (②＋⑥)
　　　　　       　　  ① ＝68.2%再資源化等率　 (②＋⑥＋⑦＋⑨)

　　　　　　　　       　　 　  ①
＝90.7%

※四捨五入の関係上、合計があわない場合がある。

10%⑦再資源化施設減量化量 45

①
　場外搬出量
　　　　471

単位：万トン

②建設発生木材（伐木材等含む）

第１章 ２.（１）
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■コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊の再資源化施設（破砕施設）は、平成17
年現在で2,531施設。平成12年から平成17年にかけて741施設増加。

■全国に多数の施設が広く分布している（一部離島等を除く）。

平成１２年 平成１７年

施設数：1,790 施設数：2,531

特定建設資材廃棄物の再資源化施設整備状況（1/2）

出典：建設副産物実態調査（国土交通省） ※回答があった施設

①アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊

第１章 ２.（１）
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平成１２年 平成１７年

施設数：238 施設数：913

■建設発生木材の再資源化施設（チップ化施設）は、平成17年現在で913施設。
平成12年から平成17年にかけて675施設増加している。

■周辺に再資源化施設が無い地域が一部残っているが、概ね解消されつつある。

特定建設資材廃棄物の再資源化施設整備状況（2/2）

②建設発生木材（伐木材等含む）

出典：建設副産物実態調査（国土交通省） ※回答があった施設

第１章 ２.（１）
第３章 ２.（３）①
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対象工事届出・通知件数の推移

■届出＋通知件数は、建築物工事で増加、その他工作物工事（土木工事）で減少。

【10条届出】民間工事の発注者又は

自主施工者（工事着手７日前までに）

【11条通知】
国の機関又は地方公共団体（工事着手前）

【合計】：届出＋通知

※H14年度は、平成14年6月～平成15年3月の期間

①
建
築
物
解
体

②
建
築
物
新
築
・増
築

③
そ
の
他
工
作
物

8

105,309

175,755

187,621

193,565 203,295

188,791

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

5,324
5,909

5,215
4,688

4,709 5,768

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

110,633

181,664
192,836

198,253 208,004

194,559

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

16,007

24,293

25,151

26,626

27,428

22,888

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

4,206
4,624

3,325 3,225

3,039

2,903

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

20,213

28,917

28,476 29,851

30,467

25,791

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

22,822

31,049 32,579
38,514

43,674

45,168

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

150,356 159,477

140,991
128,144

119,211

111,535

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

173,178 190,526

173,570 166,658

162,885

156,703

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

第１章 ２.（１）



届出・通知件数※1

元請業者数※1

大臣許可
１５％
(81)

県知事許可
７１％
(389)

登録
１１％
(62)

大臣許可
１６％
(61)

県知事許可
７１％
(273)

登録
１０％
(37)

（545件）

（384業者）

自主施工 ２％ (13)

解体工事の元請業者について

■届出・通知に記載のある元請業者数の約９割が建設業許可業者であり、建設リサイク
ル法による登録業者は約１割に過ぎない（Ａ県における調査より）。
■解体工事を請け負うことができる業者の９８％が建設業許可業者である。

Ａ県における
許可・登録業者数

大臣許可※2

２％
(100)

県知事許可※2

９６％
(5,017)

登録
２％
(117)

（5,234業者）（H19.3.31時点）

◎建設リサイクル法の届出・通知（建築物に係る解体工事）の内訳（Ａ県における調査）

※1 調査期間：Ｈ１９．４．１～Ｈ１９．５．３１

※2 大臣許可及び知事許可：土工／建築／とび・土工・コンクリート のいずれかの許可を取得している業者数

全国における許可・登録業者数
(H19.3.31時点)

大臣許可：約２％（7,184）

知事許可：約９５％（313,173）

登録：約２％（7,831）

（合計）328,188業者

注） 四捨五入の関係上、合計値と合わない場合がある。

自主施工 ２％ (13)

（参考）

第１章 ２.（１）
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■登録開始から５年間（～H18.5）：登録業者数は順調に増加
５年経過後（H18.6～）：登録未更新に伴う失効により、登録業者数が一時的に減少

■アンケート調査によると、未更新業者のうち、失効後再登録を行ったものは約2割で、
今後も解体工事業を営む意思のあるものは約4分の1である。

→登録業者の中にも、営業実績や意思のない者が一定割合存在する可能性が高い。

※（算出方法） 登録業者数累計（時点）－登録抹消・取消・失効業者数累計（時点）

解体工事業登録業者数の推移及び分析

不通
38%

過去の営業実績（無）
今後の営業意思（無）

16%

過去の営業実績（有）
今後の営業意思（無）

8%

過去の営業実績（有）
今後の営業意思（有）

5%

再登録済業者
19%

無回答
14%

調査業者数：37業者

今後営業意思の
あるもの ２４％

（１）登録業者数の推移 （２）5年未更新による登録失効業者の内訳
（A県における電話アンケート結果）
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8,519

H17.5
7,738

H16.5
6,964

H15.5
5,955

H14.5
3,994
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特定建設資材廃棄物の再資源化率等の推移

■特定建設資材の再資源化率は、着実に上昇し平成17年度目標※を達成している。
※建設リサイクル推進計画2002（国土交通省）における目標

○コンクリート塊 ○建設発生木材（伐木材等含む）○アスファルト・コンクリート塊

出典：建設副産物実態調査（国土交通省）

再資源化

再資源化

再資源化

再資源化
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年
度
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度

H
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2
年
度

H
7
年
度

80.8％

98.5％

98.7％

98.6％

H17年度目標（再資源化率）：98％以上

再資源化

再資源化

再資源化

再資源化
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H
1
7
年
度

H
1
4
年
度
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年
度

H
7
年
度

64.7％

96.2％

97.5％

98.1％

H17年度目標（再資源化率）：96％以上

再資源化

再資源化

再資源化

再資源化 縮減

縮減

縮減

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H
1
7
年
度

H
1
4
年
度

H
1
2
年
度

H
7
年
度

40.3％

82.9％

89.3％

90.7％

H17年度目標（再資源化等率）：90％
H17年度目標（再資源化率）：60％

68.2％

61.1％

38.2％

第１章 ２.（１）
第１章 ３.（１）⑥
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建設廃棄物の再資源化率等の推移

出典：建設副産物実態調査（国土交通省）

○建築系廃棄物○建設廃棄物合計 ○土木系廃棄物

再資源化

再資源化

再資源化

再資源化

縮減

縮減

縮減

縮減
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度
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度
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度
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度

58.2％

84.8％

91.6％

92.2％

H17年度目標（再資源化等率）：88％

再資源化

再資源化

再資源化

再資源化

縮減

縮減
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縮減
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度

41.8％

74.0％

86.4％

88.2％

H17年度目標（再資源化等率）：88％

再資源化

再資源化

再資源化

再資源化

縮減

縮減

縮減

縮減
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H
7
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度

68.1％

90.6％

94.1％

94.6％

H17年度目標（再資源化等率）：88％

■建設廃棄物の再資源化等率は、着実に上昇し平成17年度目標※を達成している。
※建設リサイクル推進計画2002（国土交通省）における目標

■建設リサイクル法施行後、建築系廃棄物の再資源化等率が高い伸びを示している。

第１章 ２.（１）
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建設廃棄物の排出量と最終処分量の推移

国土交通省「建設副産物実態調査」による。 環境省「産業廃棄物の排出・処理状況調査」、「産業廃棄物行政組織等調査」による

品目別排出量

品目別最終処分量

産業廃棄物最終処分量と最終処分場の残余容量
アスファルト･
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
建設発生木材

建設汚泥
建設混合廃棄物

その他

アスファルト･
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

建設発生木材

建設汚泥
建設混合廃棄物

その他ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 

H17

H14

H12

H7

2,606 

2,975 

3,009 

3,565 

3,215 

3,512 

3,527 

3,647 

471 

464 

477 

632 

752 

846 

825 

978 

293 

337 

485 

952 

363 

139 

152 

140 

7,700 

8,273 

8,476 

9,915 

（万トン）

0 1,000 2,000 3,000 4,000 

H17

H14

H12

H7

37 

38 

45 

684 

60 

87 

133 

1,288 

44 

50 

82 

387 

192 

265 

486 

843 

212 

216 

442 

852 

55 

41 

97 

94 

600 

697 

1,285 

4,148 

（万トン）

第１章 ２.（２）
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産業廃棄物の不法投棄量及び件数の推移

34.2万t
38.2万t

44.4万t

環境省「産業廃棄物の不法投棄等の状況について」による
投棄件数及び投棄量は、都道府県及び政令市が把握した産業廃棄物の不法投棄のうち、１件あたりの投棄
量が10t以上の事案（ただし特別管理産業廃棄物を含む事案はすべて）を集計対象としている。

投棄量
（万トン）

投棄件数
（件）

第１章 ２.（２）
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分別解体等における工事内容及び費用の明確化

■分別解体等の適正実施確保のため、発注者と元請業者、元請業者と下請業者の
それぞれの段階で、分別解体等の方法が明確にされ、かつそれに要する必要が適
正に支払われる必要があることから、対象建設工事の届出に係る事項説明等や、
請負契約に係る書面の記載事項について規定を設けている。

①書面に
よる説明

②契約

③告知

発注者発注者 元請業者元請業者

下請業者下請業者
届出事項に関す
る書面の作成

分別解体等の計画
（届出書）の作成

④契約

■対象建設工事の届出に係る事項説明
（元請業者⇒発注者）

少なくとも以下の事項について、契約前に
書面（様式事由）で説明。

①解体建築物等の構造（解体工事の場合）
②使用する特定建設資材の種類

（新築工事等の場合）
③工事着手の時期及び工程の概要
④分別解体等の計画
⑤解体建築物等に用いられた建設資材の

量の見込み（解体工事の場合）

■対象建設工事の届出
に係る告知
（元請業者⇒下請業者）

発注者から都道府県知事
へ届け出られた事項につ
いて告知
（口頭でも文書でも可※）。

※下請業者は建設業を営む者であ
り、分別解体等に関する専門知識
や技術を有しているため、説明まで
は要していない。

■対象建設工事の請負契約に係る書面記載事項
（発注者⇔元請業者、元請業者⇔下請業者）

分別解体等の適正実施の確保が特に重要である
との認識に基づき、以下の事項を契約書面に記載。

①分別解体等の方法
②解体工事に要する費用
③再資源化等をするための施設の名称及び所在

地
④再資源化等に要する費用

第１章 ３.（１）①
第３章 １.（５）
第３章 ２.（１）⑤
第３章 ２.（１）⑦
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対象工事件数及び届出・通知率の推計

工 種 対象工事件数
（推計値）

届出・通知
件数

届出・通知率
（推計値）

廃棄物排出量
カバー率

（届出・通知率
100%の場合）

廃棄物排出量
カバー率

（届出・通知率
を反映）

参考データ

建築物解体工事
（平成１７年度） 約３０万件 198,253件 約７０％ 約９４％ 約６６％

・固定資産の価格等の
概要調査（総務省）

・建築着工統計（国土交
通省）

建築物新築・増
築工事及び修
繕・模様替工事
（平成１７年度）

約３．９万件 29,851件 約８０％ 約５２％ 約４２％

・建築着工統計（国土交
通省）

・増改築・改装等調査結
果（国土交通省）

その他工作物工
事（土木工事等）
（平成１８年度）

約１９万件 162,885件 約９０％ 約９５％ 約８６％
・建設工事受注動態統
計調査（国土交通省）

■「固定資産の価格等の概要調査（総務省）」や「建築着工統計（国土交通省）」等を
もとに、建設リサイクル法の対象工事件数を推計。

■対象工事のうち届出・通知がなされているのは、建築物の解体工事で約70％、
新築・増築工事及び修繕・模様替工事で約80％（以上平成17年度）、その他工作
物工事（土木工事等）で約90％（平成18年度）程度と推定される。

→対象工事の届出・通知率を反映した廃棄物排出量カバー率は、建築物解体工
事で３分の２程度。

第１章 ３.（１）②
第３章 ２.（１）①
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廃棄物の発生廃棄物の発生

小規模建築物における分別解体及び運搬時の課題

■小規模建築物を解体し現場分別する場合、分別ヤードの確保が困難が場合があること、
収集運搬の再委託や宅配便の利用等が禁止されていることから、少量の廃棄物を品目
毎に分別・運搬することになり、非効率となる。

注：木造建築物解体工事から発生する廃棄
物の原単位（新・解体工法と積算（（財）経
済調査会））より推計。

小規模建築物の解体に
おいて現場分別する場合

廃棄物は小口化・多品目化
される

小規模現場では
廃棄物の分別ヤードの

確保が困難な場合がある

分別作業が非効率

となるとともに

少量でも廃棄物を搬出

する必要がある

廃棄物収集運搬において
動脈物流（商品の物流）で
行われている再委託や宅
配便の利用等は禁止

小口化・多品目された廃棄
物を個別に運搬することに
なり、非効率である

参考：木造建築物解体工事の
廃棄物発生量（延面積50ｍ2）

廃棄物の保管廃棄物の保管 廃棄物の収集・運搬廃棄物の収集・運搬

品目 容積(m3) 品目 容積(m3)

CO塊（がれき類） 9.00 建具、畳 2.00

木くず 21.00 廃プラ類 1.50

混合廃棄物 5.00 金属くず 4.00

瓦 2.00 ガラス 0.15

石膏ボード 1.50 クロス 0.10

合計 46.25

第１章 ３.（１）②
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分別解体における施工事例

■中層ビルの場合、屋根、外装材、構造体の取り壊し等は機械による施工となる。

中層ビル（非木造建築物）

アスベスト含有形成版撤去 内装材（木材・廃石膏ボード）の分別

躯体の解体（屋根、外装材、構造体を同時に取り壊し） 基礎及び基礎杭の撤去

建築設備の取り外し

手作業（施工の技術上困難
な場合を除く）

手作業もしくは手作業及び
機械による作業

クレーンで重機を揚重して屋上に設置

施行規則で規定されている分別解体等の方法

18

第１章 ３.（１）③
第３章 ３.（１）③



事例：ビルにおける屋根スラブの撤去（屋根ふき材がない場合）

屋根ふき材の明確な定義がな
いため防水材等を屋根ふき材
と見なし、これを手作業で解体
することが求められるケースが
ある。

※自治体による判断基準の違い

（機械による作業）

機械施工が可能な工事の事例

■建築物解体における建築設備、内装材その他の建築物の部分及び屋根ふき材の
取り外しは手作業によらなければならない。

■ただし書きにより、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難
い場合においては機械併用が可能となっているが、その対象が明確でない。

第１章 ３.（１）③
第３章 ２.（１）②
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有害物質含有建材が特定建設資材の再資源化に支障を来すケース

■分別解体等に係る施工方法に関する基準には、特定建設資材の適正な分別解体
等の確保の観点から、吹付け石綿その他の特定建設資材への付着物について事前
調査、事前除去に関する規定がある。

■分別解体等の最中においても、有害物質含有建材が特定建設資材と混合すること
で特定建設資材の再資源化に支障を来す場合がある。

＜有害物質含有建材の一例＞

石綿スレート（屋根・外壁）

第１章 ３.（１）④
第３章 ２.（１）④

20



廃石膏ボードが特定建設資材の再資源化に支障を来すケース

■廃石膏ボードが現場分別されずに特定建設資材と混合した場合、特定建設資材
の再資源化に支障を来す場合がある。

廃石膏ボード

管理型最終
処分場での
処分
（H18.6環境省通達
により義務化）

特定建設資材等に廃石膏ボードが
付着した場合でも同様に
管理型最終処分場での処分が必要

廃石膏ボードを
埋め立てた処分場
で高濃度硫化水素
が発生

建設資材の再資源
化に支障を来す場合
がある

第１章 ３.（１）④
第３章 ２.（１）③
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建設ﾘｻｲｸﾙ法による完了報告と廃掃法によるﾏﾆﾌｪｽﾄとの関係

■建設リサイクル法に基づく再資源化等完了報告では、行政が再資源化の状況を
把握することが困難。

受 注 者受 注 者

発注者発注者

都道府県
知事

都道府県
知事

元請業者元請業者

再資源化等の
完了確認

書面による 完了報告

再資源化が
適正に行わ
れなかった場
合の申告

排出
事業者

処理
委託

収集
・

運搬

再資源化
(中間処理) 最終処分

収集
・

運搬

マニフェスト（電子マニフェストの場合）

再資源化等完了報告

情報処理センター
①

②

③

⑤、⑥

④ ⑦

⑤ ⑥

②、③、
⑦

通知

通知

⑧

第１章 ３.（１）⑤
第３章 １.（２）
第３章 ２.（２）②
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行政庁におけるパトロール及び助言・勧告等の実施状況

■行政庁によるパトロール延べ人数は年間120,000～160,000人・時間 前後で推移し、

減少傾向にある。

※H14年度は、平成14年6月～平成15年3月の期間

■助言・勧告等の実施状況

①分別解体等に係るもの（建設部局）

②再資源化等に係るもの（環境部局）

■パトロール延べ時間の推移（建設部局のみ）

23
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135,364
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100,000

150,000

200,000

H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

パ
ト
ロ
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ル
延
べ
人
数

（
人
・
時
間

）

H14年度
(H14.6～)

H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 合計

助言（第14条） 163 157 148 227 227 279 1,201

勧告（第14条） 18 5 4 26 7 7 67

命令（第15条） 6 1 1 4 0 0 12

情報の徴収
（第42条第1項） 139 491 555 576 472 459 2,692

立入検査
（第43条第1項） 1,615 3,096 3,240 2,509 2,020 1,915 14,395

H14年度
（H14.6～） H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 合計

助言（第19条） 186 200 376 253 170 127 1,312

勧告（第19条） 4 9 5 0 1 3 22

命令（第19条） 0 0 0 0 0 0 0

報告徴収
（第42条第2項）

612 1,733 1,592 1,937 2,200 1,800 9,874

立入検査
（第43条第1項）

2,612 5,134 5,404 7,060 11,105 10,499 41,814

発注者からの申
告

0 0 0 0 0 1 1

第１章 ３.（１）⑤
第３章 ３.（２）①

建設発生木材の縮減状況

■縮減が認められる場合以外で縮減が行われている可能性がある。
■縮減率が高い自治体では再資源化率が低い等の特徴が見られる。

建設発生木材の縮減状況（平成１７年度）建設発生木材の縮減状況（平成１７年度）

～22%
～30%
～40%
～50%

50%～

全国平均
２２．０％

全国平均
２２．０％

建設発生木材の縮減が認められる場合建設発生木材の縮減が認められる場合

１．再資源化施設までの距離：工事現場から５０㎞以内に再資源化を
行うための施設がない場合
２．地理的条件、交通事情その他の事情での運搬車両が通行する道
路が整備されていない場合であって、縮減をするために行う運搬に要
する費用の額がその再資源化（運搬に該当するものに限る。）に要す
る費用の額より低い場合 再資源化

施設
焼却 計

滋賀県 63.4 14.5 16.6 31.1 5.5

三重県 58.2 8.9 24.4 33.3 8.5

青森県 59.3 24.3 10.0 34.3 6.6

山口県 59.5 26.3 8.1 34.4 6.2

高知県 46.9 17.0 18.2 35.2 17.6

大分県 49.4 24.6 18.1 42.8 7.8

新潟県 51.2 4.4 38.8 43.2 5.6

宮崎県 44.6 32.9 14.2 47.1 8.2

徳島県 32.4 32.1 17.5 49.6 17.8

佐賀県 37.2 14.0 36.0 50.0 12.8

山形県 43.7 27.1 23.5 50.8 5.6

山梨県 44.4 39.9 11.7 51.6 4.1

 全国平均 68.2 9.7 12.8 22.5 9.3

自治体
再資源化率

（％）

縮減率（％） 埋立処分
率

（％）

縮減が行われる要因

縮減率が３０％を超える県の状況 想定される要因

【特 徴】
○ 再資源化率が低い

○ 再資源化施設での縮減が多い場合がある
○ 焼却が多い（単純縮減）場合がある
○ 埋立処分が多い場合がある

再資源化物の需要が少ない

再資源化施設の受入基準が厳しい

再資源化施設が５０㎞以内にない

再資源化の不徹底
（安易な縮減、安易な埋立）

不適正処理の可能性

第１章 ３.（１）⑥
第３章 ２.（３）①
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図１.木質バイオマス発電における木材利用量の推移

平成17年までの木質バイオマス発電における木くず燃料利用量：約２３０万トン
平成18年以降に新規・増設見込みのバイオマス発電における木材利用計画量合計：約３１０万トン

⇔建設発生木材の場外搬出量のうち未利用部分（平成１７年度）は約１５０万トン

出典：「ＩＮＤＵＳＴ」2006年10月号「建設副産物のバイオマス活用」（全国

木材資源リサイクル協会連合会）より国土交通省作成

■大型発電施設の稼動など木質バイオマス発電関連施設は増加傾向にあり、近
年、地域によっては木材チップの需給逼迫が懸念されている。

図２.全国における建設発生木材のリサイクルフロー

出典：「平成17年度建設副産物実態調査」（国土交通省）

未利用部分：
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H17新規・増設

H16以前

２９

８９

１１１

４３

１１６

３７

６２

３８

２１

①
場外搬出量

471

77%
③
再資源化施設へ

363

6% ⑤最終処分 28

再資源化
施設

10%⑦再資源化施設
減量化量 45

最終処分44

単位：万トン
3% ②工事間利用 13

65% ⑥再資源化
施設後
再利用 308

1% ⑩焼却施設後
最終処分 7

14%
④焼却施設へ67

焼却施設

13% ⑨焼却施設
減量化量 60

2%  ⑧再資源化施設後
最終処分量 9

バイオマス発電における木材利用量の推移
第３章 ２.（３）①
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新築系

年間排出量

年間総排出量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

3,041 3,257 3,179

1,494
1,526 1,785

261
266

285

（
単

位
：
千

ト
ン

）

副産石膏

（国産）

天然石膏

（輸入）

回収

63.4% 64.5% 60.6%

31.2%
30.2% 34.0%

5.4%
5.3% 5.4%

廃石膏ボードのリサイクルにおける現状・課題（1/2）

■石膏ボードの出荷量は約５００万トン程度
■石膏ボードの原料のうち回収石膏が占める割合は約５％
■今後解体系の廃石膏ボード排出量が増加するものと見込まれている。

石膏ボードの原材料割合

（（社）石膏ボード工業会資料から作成）

廃石膏ボード排出量の推計

注 年間排出量＝各年次の年初総ストック量＋その年の年間生産量－次年次の年初総ストック量
年初総ストック量は、建物構造・用途別に「各年次使用量×建物現存率」を計算したものの、

1951年以降の総和による。

第１章 ３.（１）⑦
第３章 ２.（２）①
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廃石膏ボードのリサイクルにおける現状・課題（2/2）

■新築系廃石膏ボードの再資源化率（石膏ボードへの使用）６０～７０％に対し、
解体系廃石膏ボードの再資源化率は２％程度（平成１８年度）

■解体系廃石膏ボードの再資源化率向上が必要。

石膏ボードのマテリアルフロー 廃石膏ボード再資源化の課題

（（社）石膏ボード工業会資料等から作成）

・新築系廃石膏ボード
新築系の廃石膏ボードの再資源化率は約60～70％

・新築系廃石膏ボード
新築系の廃石膏ボードの再資源化率は約60～70％

・解体系廃石膏ボード
分別解体を行った場合でも廃石膏ボードは下地材、

断熱材、金物、仕上材等が付着している場合が多く、
単体として取り出すことは技術的に、経済的に問題点
が多い。

しかしながら、一定の条件を満たしたものについて
は、現在、受け入れを進めている。

再資源化率は２％。

・解体系廃石膏ボード
分別解体を行った場合でも廃石膏ボードは下地材、

断熱材、金物、仕上材等が付着している場合が多く、
単体として取り出すことは技術的に、経済的に問題点
が多い。

しかしながら、一定の条件を満たしたものについて
は、現在、受け入れを進めている。

再資源化率は２％。

・回収した石膏の利用範囲は現状では限られており、
石膏ボード用として再生活用する場合は、品質性能
の担保及び生産性の面から混入量を１０％程度と制
約しているが、混入量を増すことについての調査研究
は継続検討中。

・回収した石膏の利用範囲は現状では限られており、
石膏ボード用として再生活用する場合は、品質性能
の担保及び生産性の面から混入量を１０％程度と制
約しているが、混入量を増すことについての調査研究
は継続検討中。

（廃石膏ボードのリサイクルの推進に関する調査（平成１４年３月）から）

第１章 ３.（１）⑦
第３章 ２.（２）①
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建設系不法投棄の発生原因

最
終
処
分
場

再
資
源
化
施
設

分
別
解
体排出事業者

（自ら処理）
１６，７８６ｔ
（１２．０％）

無許可業者
７８，２３１ｔ
（５５．８％）

収運
収運・最終処分兼業

収運・中間処分・最終処分兼業
１０，７８４ｔ
（７．７％）

収運・中間処分
兼業

１５，６８６ｔ
（１１．２％）

中間・最終処分
兼業
５５９ｔ

（０．４％）

中間処理
６６０ｔ

（０．５％）

許可区分別投棄量による
建設系廃棄物不法投棄イメージ

※１ 平成18年度産業廃棄物不法投棄等実態調査（平成17年度実績）から作成（イメージのため、矢印の大きさは投棄

量、投棄件数に比例しない）
※２ 許可区分別件数のうち「複数」及び「不明」を除いている。
※３ 収運：収集運搬業許可業者 中間処理：中間処理業許可業者 最終処分：最終処分業許可業者

最
終
処
分
場

再
資
源
化
施
設

分
別
解
体排出事業者

（自ら処理）
１６２件

（４１．２％）

無許可業者
６５件

（１６．５％）

収運
収運・最終処分兼業

収運・中間処理・最終処分兼業
２５件

（６．２％）

収運・中間処理
兼業
１４件

（３．３％）

中間・最終処分
兼業
１件

（０．３％）

中間処理
５件

（１．３％）

許可区分別投棄件数による
建設系廃棄物不法投棄イメージ

■投棄量では、無許可業者による投棄量が全体の約５６％を占め、排出事業者（自ら処
理）と併せ全体の約７０％を占めている。

■投棄件数では、排出事業者（自ら処理）が全体の約４１％を占め、無許可業者と併せ
全体の約５７％を占めている。

第１章 ３.（２）①

28



全国一斉パトロールの実施状況（1/2）

■毎年春・秋の2回に通常のパトロール体制を強化した「全国一斉パトロール」を実施。
■延べ人数（人・時間）は、やや減少傾向にあるが、現場数は届出件数の半数以上にのぼる。

■発覚した無届工事数及び割合は、概ね減少傾向にある。

■延べ時間の推移（全国一斉パトロール） ■パトロール現場数の推移（全国一斉パトロール）

■全国一斉パトロールで発覚した無届工事数 ■無届工事数の割合（全国一斉パトロール）
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建築物の新築・増築工事 土木工事等

無届出工事合計

第１章 ３.（２）②

全国一斉パトロールの実施状況（2/2）

■全国一斉パトロール期間中の立入検査は、近年2,000件前後で推移している。

■全国一斉パトロール期間中に勧告・命令が実施された事例は少数である。

■全国一斉パトロールにおける建設リサイクル法に基づく助言・勧告等の件数

30

（件数）

H15.10 H16.5 H16.10 H17.5 H17.10 H18.5 H18.10 H19.5 H19.10

助言(第14条)※１ 8 14 15 39 47 59 43 41 66

上記のうち、無届出（通知）工事 - 0 0 0 0 3 0 1 0

勧告(第14条)※１ 0 1 2 0 1 3 4 0 0

上記のうち、無届出（通知）工事 - 0 1 0 0 1 0 0 0

命令(第15条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

報告徴収(第42条第1項)※２ 42 36 29 47 42 21 20 22 16

上記のうち、無届出（通知）工事 - 24 22 30 23 11 10 13 9

立入検査(第43条第1項) 530 322 299 461 365 448 355 407 474

①分別解体等に係るもの（建設部局）

（件数）

H15.10 H16.5 H16.10 H17.5 H17.10 H18.5 H18.10 H19.5 H19.10

助言(第19条)※１ 16 19 27 37 43 26 17 37 25

勧告(第19条)※１ 0 0 0 1 0 0 0 0 1

上記のうち、無届出（通知）工事 - - 0 - - - - - -

命令(第20条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

報告徴収(第42条第2項)※２ 13 47 8 4 10 2 0 0 2

上記のうち、無届出（通知）工事 - - - 2 1 2 - - -

立入検査(第43条第1項) 1,306 929 1,305 1,459 1,380 1,692 1,554 1,407 1,652

②再資源化等に係るもの（環境部局）

※１：助言・勧告に従わないときには命令を行う場合があり、これに従わない場合は告発の対象となる。
※２：関係者からの聞き取りの結果や提出された報告書、収集した資料などの内容に基づき、告発が適当であると考えられる場合は告発の対象となる。

第１章 ３.（２）②



建設リサイクル法の周知・啓発活動

■建設リサイクル法施行後、各地で講習会、街頭イベント等を実施。

（２）建設リサイクル法街頭イベント①
（日比谷公園 （H14））

主 催：国土交通省・環境省・東京都・建設副産物リサイクル広報推進会議
日 時：平成14年5月30日（木）、6月1日（土） 11:00～15:00頃
場 所 日比谷公園（大噴水前）
内 容：パネル展示、ポスター展示、リサイクル材の展示、ティッシュ、風船配布、

パンフレット、ビラ配布

（１）「建設リサイクル講習会」（H14～）

平成14年以降、
毎年全国10都市で
建設リサイクル講
習会を開催。
（主催：建設副産物リサイ
クル広報推進会議）

年度 受講者数

平成14年度 3,358人

平成15年度 2,122人

平成16年度 2,378人

平成17年度 1,998人

平成18年度 1,331人

建設リサイクル講習会

受講者数の推移

（３）建設リサイクル法街頭イベント②（東京駅構内 （H15））

主催：国土交通省 関東地方整備局東京国道事務所、

建設副産物リサイクル広報推進会議

日時：平成15年5月30日（金）

場所：ＪＲ東京駅（構内）１階コンコース「ディラ東京メディアコート・ＢＲＥＡＫ」

内容：ビデオ放映、パネル・リサイクル品の展示、チラシ等の配布を実施

第１章 ３.（３）②
第３章 １.（５）
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その他主要建設資材廃棄物におけるリサイクル等の状況

建設

資材名

生産量 廃棄物
排出量

リサイクルの状況及び課題

建設汚泥 12,500万m3※

※建設発生土の
利用量

（H17:建設副産
物実態調査)

540万m3

(H17:建設副産物
センサス)

・処理土は、建設発生土（受入側に費用を払って処理されている）と利用用途が競合するため市場性に課題がある。

・民間工事由来の処理土について環境安全性を担保する仕組みがなく、有効利用が図られていない
→建設発生土と競合しない用途での再生利用を図る必要あり

・再資源化施設が地域的に偏在している。

石膏ボード 56,600万m2

※原料石膏

525万ｔ

(H17:石膏ボード

工業会推計）

138万t
(H17:石膏ボード

工業会推計）

・廃石膏ボードそのものが、他産業で発生した副産石膏のリサイクル受け皿となっている。

・廃石膏の再生利用受け皿がない（石膏ボード原料への廃石膏の混入は10％程度が限界）。

・埋立により硫化水素発生のおそれがあるため、H18.6環境省通知により管理型最終処分場での処分が義務付け。

新築系 解体系

・石膏ボードメーカーによる再生ルートがあり、再資源化
率は約６０～７０％

・下地材、断熱材、仕上材等が付着している場合、異物の
混入が多く、品質面で課題がる。

・技術的な課題もあり再資源化率は２％程度。

塩化ビニル
管・継手

48万t
(H17:塩ビ管・継

手協会調べ）

3.1万t
（H17:塩ビ管・継

手協会推計)

・再生工場、受入拠点において、廃材を原料として購入し、再生塩ビ管の原料に用いられている。

・再生工場の立地は、全国で１８箇所。

新築系 解体系

－ ・汚れのある物については、洗浄が必要。

板ガラス 130万ｔ
(H17:板硝子協

会調べ）

不明 ・板ガラスの再生は自動車廃材が主体。建築廃材の再生はほとんど行われていない。（板ガラス用の減量カレットとし
ての受入基準が厳しい）

・最終的にはほとんどが混合廃棄物として処分される。

・再資源化施設が少ない（板ガラスの製造工場は全国で８工場）。

新築系 解体系

－ ・異物の混入が避けられず、板ガラスへの再生は行われ
ていない。

タイル・か
わら

55万t(タイル)

160万t(かわら)
いずれもH17年

度

不明 ・タイル原料が安価であるため、タイル廃材のタイルへの再生は行われていない。

・かわらへのかわら廃材の混入は3%程度と上限がある。

第１章 ３.（３）⑤
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防災拠点有明の丘地区本部施設棟（仮称）建築工事（国土交通省関東地方整備局）

発生抑制の取組事例（1/3） ■建設発生土及び建設汚泥の発生抑制

■高支持力杭の採用により、建設発生土及び建設汚泥の発生を抑制。

第１章 ３.（３）④
第１章 ３.（３）⑤
第３章 １.（１）①
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○都市再生機構のＳＩ住宅の事例

■大型一枚床板

小梁がない大型の床板を採用し、平面
計画に制約を少なくすることによって、
間取りの可変性を確保する。

■耐久性の高い構造躯体

コンクリートの水セメント比を改善し、
長期的な耐久性をもつ構造躯体を実
現。

■床先行工法

床を先に施工して、その
上に間仕切り壁を立てる
工法により、リフォームな
どで壁の移動や追加を行
う際に床を施工する必要
がなく、施工が容易にな
る。

■アクティ汐留

所 在 地：東京都港区

階 数：地上56階（地下2
階）

戸 数：約760戸

延 床 面 積：約88,000㎡

構 造：ＲＣ造

■間取りの変更のイメージ

■高い階高

階高約3,000mmとし、内装や水まわ

り等の可変性を確保

■排水共用立て管住戸外設置

排水共用立て管のメンテナン
スや更新が住戸外でできるよ
う、排水立て管を設置。

併せて、予備スリーブを設置
することで配管の更新性が向
上する。

■床下（二重床内）設備配管

排水横枝管を緩勾配化（1/100）

し、二重床内に設置。水廻りを
自由に配置することが可能。

■床下配線ピット方式

間取りの変更に自由に対応で

きるよう、電気配線を躯体に埋
め込まずに二重床内に空間を
設けて配置。

■乾式外周壁工法

窓や玄関ドアを含
めた外壁の変更、
新設といった外壁
の更新が可能。

発生抑制の取組事例（2/3） ■スケルトン・インフィル（ＳＩ）住宅

■スケルトン・インフィル（ＳＩ）住宅とは、長期間の耐久性を有する構造躯体（スケルトン部分）と、
居住者の生活等に対応した可変性を有する内装・設備（インフィル部分）を分離した住宅。

第１章 ３.（３）③
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発生抑制の取組事例（3/3） ■長期優良住宅の普及の促進に関する法律案

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構
造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進す
るため、国土交通大臣が策定する基本方針について定める
とともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画（仮
称）の認定制度及び当該認定に係る住宅の性能の表示によ
りその流通を促進する制度の創設等の措置を講ずる。

・長期優良住宅の普及の促進の意義 ・施策の基本的事項
・その他重要事項 等

国 、 地 方 公 共 団 体 、 事 業 者 の 努 力 義 務
（財政上及び金融上の措置、知識の普及及び情報の提供、技術研究開発 等）

長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針

長期優良住宅の認定

○ 流通の促進
・住宅履歴書の活用

・既存住宅の構造躯体等の性能評価の特例（契約みなし）（※従来は新築のみ）

認定基準
○ 一定以上の住宅の性能（耐久性、耐震性、可変性、維持保全の容易性等）

○ 維持保全に関する計画の作成 等

・既存の認定住宅の売買に関する瑕疵担保保険（築後年数要件を緩和）

○施行日：公布の日から６ヶ月以内

所管行政庁（市町村長又は都道府県知事）

既存住宅の
流通促進

定期点検と必要な補修・交換等

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする者

記録（住宅履歴書）
の作成及び保存

住宅の所有者等によ
る認定時の書類、定
期点検結果等の保存

・住宅履歴情報の
整備

（平成20年度予算
：4億円）

○ 点検、補修、交換等の促進
・維持保全に関する計画に基づく点検、補修、交換等の実施
・通常民間が実施する点検、補修等の維持保全業務について

必要となる場合は地方住宅供給公社も行えるよう措置
・維持保全に関する工事に必要な資金の貸付けに係る高齢者居住支援センターによる債務の保証

○ 供給の促進
・建築確認の特例

・建築及び維持保全に関する助言・指導

・税負担額を一般住宅の負担額以下に抑制 （登録免許税、不動産取得税、固定資産税）
・超長期住宅先導的モデル事業（平成20年度予算：130億円）
・超長期住宅ローン（償還期間35年→50年）の供給支援

建築・維持保全に関する計画の認定

長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成

・認定住宅に係る10年超の瑕疵担保保険

第１章 ３.（３）③
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公共工事における環境物品等の調達の促進

●品目について
公共工事については、構成要素である、資材、建設機械、工法、目的

物の使用に当たり、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能
の確保、コスト等に留意しつつ、平成１９年度は、計５７品目の資材、建
設機械、工法、目的物を使用した公共工事の調達を積極的に推進する
こととしている。

●調達目標について
調達実績を３カ年把握した品目について、基本方針で示された「判断

の基準」を満たす適用品目の数量割合を設定している。
平成１９年度は、資材３０品目、建設機械２品目について調達目標を

設定している。

●調達品目 追加品目数の推移

※平成１９年度 ２品目指定解除

年度
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3年
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混和剤を適切に使用することで、ホタ
テ貝殻を70%混入した場合において
もホタテ貝殻混入率0%のプレーンモ

ルタルと同等の性質を確保。

他産業再生資材の土木資材としての利用手法の開発

建設工事における他産業
リサイクル材料利用技術
マニュアル
（編著：（独）土木研究所）

ホタテ貝殻を混入したモルタルのフロー
値

再使用・再生資材の利用の取組事例

■再生アスファルト混合物、再生砕石については、市場が形成されているが、木質系再
生資材、建設汚泥改良土などについては、市場が十分に形成されていない。これら
の再生資材については、公共事業で率先利用することによる需要拡大が重要であり、
再生資材の率先利用に際して、グリーン購入法の運用の徹底及び調達品目の追加、
数値目標の設定や、他産業再生資材の土木資材としての利用手法の開発を実施。
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電子マニフェストの加入・登録情報
１）電子マニフェスト加入状況の推移

２）排出事業者業種区分（加入者の構成比） ３）月別電子マニフェスト登録状況

月

年度 加入者数
加入者数の内訳 マニフェスト

年間登録件数
普及率

排出事業者 収集運搬業者 処分業者

平成16年度
2,978 1,019 1,009 950

1,137,785 2.5%
(100%) (34%) (32%) (32%)

平成17年度
3,834 1,291 1,327 1,216

1,621,975 3.5%
(100%) (34%) (32%) (32%)

平成18年度
7,784 4,083 1,921 1,780

2,388,069 5%
(100%) (52%) (25%) (23%)

平成19年度
30,705 23,164 4,300 3,241

4,076,448 9%
(100%) (76%) (10%) (14%)

医療・福祉
73%

建設業
6%

サービス業 4%

卸売・小売・飲食業 2%

製造業 9%

その他
10%

平成19年度

加入排出事業者
23,164事業者

第３章 １.（２）
第３章 ２.（３）①

37

その他
工作物工事

4,798万ｔ

建築物
新築・増築及び

改修工事
1,379万ｔ

建築物
解体工事
1,523万ｔ

全建設廃棄物排出量に占める対象工事カバー量及び実把握量

■廃棄物排出量の対象工事カバー率（現行の対象規模基準でカバーされる割合の
推計値）は全体の87％である。

■実把握量（対象工事カバー率に届出率を乗じた推計値）は、全体の74％である。

対象工事カバー量
1,427万ｔ （93.7%）

対象工事カバー量
4,568万ｔ （95.2%）

非カバー量
96万ｔ （6.3%）

非カバー量
230万ｔ （4.8%）

実把握量
1,005万ｔ （66.0%）

非把握量
518万ｔ （34.0%）

実把握量
580万ｔ （42.1%）

非把握量
799万ｔ （57.9%）

実把握量
4,126万ｔ （86.0%）

非把握量
672万ｔ （14.0%）

※新築・増築工事の
対象工事カバー率より算定

対象工事カバー量※

717万ｔ （52.0%）

非カバー量※

662万ｔ （48.0%）

＜建設廃棄物合計＞

排出量：7,700万ｔ

対象工事カバー量：

6,712万ｔ（87.2%）

非カバー量：

988万ｔ（12.8%）

実把握量：

5,711万ｔ（74.2%）

非把握量：

1,989万ｔ（25.8%）

約９４％ 約６％ 約６６％ 約３４％

７１７万トン ※ ６６２万トン ※

約５２％ 約４８％ 約４２％ 約５８％

約９５％ 約５％ 約８６％ 約１４％

約８７％ 約１３％ 約７４％ 約２６％

５１８万トン

７９９万トン

６７２万トン

１，９８９万トン

９６万トン

９８８万トン

１，００５万トン

５８０万トン

４，１２６万トン

５，７１１万トン

４，７９８万トン

１，４２７万トン

４，５６８万トン

６，７１２万トン
合計

非把握量
（推計値）

建築物
解体工事

建築物
新築・増築及び

改修工事

その他
工作物工事

廃棄物排出量
（H17センサスより）

１，５２３万トン

７，７００万トン

２３０万トン

１，３７９万トン

対象工事カバー量
（推計値）

非カバー量
（推計値）

実把握量
（推計値）

第３章 ２.（１）①
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規模基準を変更した場合の行政事務量について

■規模基準を引き下げた場合、行政への届出件数が大幅に増加する一方
で、廃棄物のカバー量は微増にとどまる。

規模基準を変更した場合の行政事務量及び廃棄物カバー量の増減（建築物解体工事）

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

対象工事規模基準（延床面積）（m2)

増
減

（
％

）

行政事務量（届出・通知件数）

廃棄物カバー量

80m2 以上

（現行基準）

件数：20 .8万件

50m2 以上

件数：24 .8万件

（＋19％）

30m2 以上

件数：26 .9万件

（＋29％）

10m2 以上

件数：28 .5万件

（＋37％）

全工事

件数：29 .3万件

（＋41％）

全工事

量：＋7％

10m2以上

量：＋6％

30m2以上

量：＋6％

50m2以上

量：＋5％

120m2 以上

件数：12 .6万件

（－40％）

120m2以上

量：－14％

規模基準を変更した場合の行政事務量及び廃棄物カバー量の増減（建築物新築・増築工事）
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

対象工事規模基準（延床面積）（m2)

増
減

（
％

）

行政事務量（届出・通知件数）

廃棄物カバー量

500m2 以上

（現行基準）

件数：3 .5万件

300m2 以上

件数：5 .4万件

（＋78％）

100m2 以上

件数：40 .3万件

（＋1 ,224％）

全工事

件数：58 .5万件

（＋1 ,818％）

全工事

量：＋91％

100m2以上

量：＋6％

300m2以上

量：＋12％

1 ,000m2 以上

件数：1 .6万件

（－46％）

1 ,000m2以上

量：－13％

過年度の建築着工統計の個別データ
より推計
現存建築物の床面積規模別分布を推
計し、廃棄物排出量は解体床面積に
比例するとして算定（Ｈ１７時点の推計
値）・届出・通知件数はH18年度実績

より推計

・建築着工統計の個別データより推計
・廃棄物排出量は着工床面積に比例
するとして算定（Ｈ１７時点の推計値）
・届出・通知件数はH18年度実績より
推計

（１）建築物解体工事 （２）建築物新築・増築工事
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５
０
０
万
円
以
上

５
０
０
万
円
未
満

建設工事 （うち、建築物等の解体工事） 建設廃棄物の運搬・処理

廃棄物処理法による許可建設業法による許可 建設業法による許可

【許可業種】28業種
・土木工事業 ・建築工事業
・大工工事業 ・左官工事業
・屋根工事業 ・電気工事業 等

【許可要件】

①経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること
②各営業所に技術者を専任で配置していること
③請負契約に関して不正行為等をするおそれが明らかな者でないこと
④請負契約履行に足りる財産的基礎又は金銭的信用を有してすること
⑤過去において一定の法令（他法令含む）に違反した者等でないこと

※許可業者が上記許可基準を満たさなくなった等した場合、
許可取消又は１年以内の営業停止命令又は指示

【有効期間】５年

【罰則】最高：懲役３年・１億円

【許可業種】以下３業種のいずれか
・土木工事業 業者数：約32万業者
・建築工事業 （いずれかの業種を取得し

・とび・土工工事業 ている業者、H19.3現在）

業者数：約7,800業者(H19.3現在)

建設リサイクル法による登録

【登録要件】
以下のいずれにも該当しないこと
①申請書等の虚偽記載、重要事実の記載欠落
②解体工事業者としての適正を期待し得ない

場合(登録取消処分から２年以内、事業停
止期間中、建設リサイクル法違反による罰
金以上の刑の執行を終えて２年以内 等）

③申請者が技術管理者を選任していない場合

【有効期限】５年

【罰則】最高：懲役１年・50万円

※一般的な建設工事においては
500万円未満の工事を行う
ために建設業許可は不要

【許可の種類（産業廃棄物）】
・収集運搬業 ・処分業

※処分業で施設設置する場合は
別途設置許可が必要

【許可要件】
①事業を適確かつ継続して行うに足りる

知識及び技能並びに経理的基礎を有す
ること

②欠格要件に該当しないこと。
（欠格要件の一例）
・禁固以上の刑の執行から５年を経過

しない者
・廃掃法、浄化槽法等に基づく処分や

暴力行為等による罰金刑の執行から
５年を経過しない者

・廃掃法、浄化槽法の許可取消から５
年を経過しない者

・業務に関し不正又は不誠実な行為を
するおそれがあると認めるに足りる
相当の理由があるもの

・暴力団員、または暴力団員でなくな
った日から5年を経過しない者

・暴力団員等がその事業活動を支配す
るもの

【有効期限】５年

【罰則】最高：懲役５年・１億円

建築物等の解体工事等に必要な許可・登録について
第３章 ２.（１）⑥
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事前届出及び通知の内容

■民間工事における届出については、建設リサイクル法で届出内容及び様式が定め
られている。

■公的機関による通知については、法による内容及び様式の規定はない。

＜届出と通知の内容比較＞

※ ◎：法令で定められている項目（届出様式に記載する項目）

※［ ］：「建設リサイクル法に関する事務処理の手引（案）」の参考様式で記入する項目

提出時期

◎ 氏名（法人名） ◎ 工事の名称 ◎ 氏名（法人名） ◎ 建築物等の構造 ◎ 工程表

◎ 住所 ◎ 工事の場所 ◎ 住所 ◎ 使用する特定建設資材の種類 ◎ 設計図又は写真

◎ 連絡先 ◎ 工事の種類 ◎ 連絡先 ◎ 建築物に関する調査結果 ◎ 受付番号

◎ 説明を受けた年月日 ◎ 工事の規模 ◎ 許可（登録）番号 ◎ 工事着手前に実施する措置内容

◎ 請負・自主施工の別 ◎ 技術者の氏名 ◎ 工事着手時期

◎ 工程ごとの作業内容等

◎ 工事の工程順序

◎ 建設資材廃棄物の発生量

◎ 特定建設資材廃棄物の発生量等

［ 氏名（法人名） ］ ［ 工事の名称 ］ ［ 氏名（法人名） ］ ［ 工事着手時期 ］ ［ 受付番号 ］

［ 連絡先 ］ ［ 工事の場所 ］ ［ 住所 ］

［ 工事の種類 ］ ［ 連絡先 ］

［ 工事の規模 ］

［ 工期 ］

通
　
知

届
　
出

工
事
着
手
の
７
日
前
ま
で

工
事
着
手
前

その他発注者情報 工事の概要 元請負業者情報 分別解体等の計画
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■建設汚泥の再資源化
施設整備状況（H17、
施設から直線50km圏内）

建設汚泥のリサイクルにおける現状・課題

■建設汚泥の再資源化率は48％、再資源化等率は75％ （平成１７年度）

■現状では再資源化後の需要先の確保が困難であり、建設発生土等と競合しない
用途の拡大が必要。

■再資源化施設は全国に分布しているが、やや地域的に偏在している。

建設汚泥の再生品は建設
発生土等と競合する上、コ
ストが高い

再生利用を行うに当
たっての方策が煩雑・
不明確

「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」等を策定

現
状
・
課
題

対
応
策

再生品の統一的な品質
基準がない

再生利用を促進する制
度が十分には定まってい
ない

再生利用の意識が
低い関係者が多い

再資源化後の需要先の確保が困難

建設汚泥を「リサイク
ル原則化ルール」に
位置付け 品質基準の明確化

発注者（排出側）
の取組責任の強
化

再生利用の手続の明
確化

第３章 ２.（２）①
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現場A：解体現場から4ｔトラックで公道や農地に棄て逃げる。

現場B：解体現場から自社用地等に搬入し、自社物と称して不

適正に大量保管している。

現場C：積替・保管施設や中間処理施設の用地内に不適正に大

量保管している。

現場D：積替・保管施設等で積替した後、10ｔトラックで他人

の所有地などに不法投棄する。

現場E：中間処理後の木くずチップを、燃料原料、敷き料、マ

ルチング材等としての利用を目的とした有価物と称し

て、不適正保管する。

木造建設解体廃棄物の
不法投棄等の発生パターン

建設系不法投棄の発生パターン

（小口巡回回収システム構築に関する調査報告書（平成１７年３月）から）

解　体　現　場（木造家屋等）

積替・保管場所
(自社施設）

粗選別

有価物
有価物と称す

るもの
無価物

売却

中間処理施設
(自社施設）

焼却 破砕

最終処分場

不適正
保管

積替

積替

不法投
棄

不法投
棄

有価物
有価物と称す

るもの
無価物

売却
不適正
保管

棄て逃げ
(ゲリラ化)

4t車

10t車

10t車

灰

現場Ａ

現場Ｃ

現場Ｄ

現場Ｅ

自社用地など

不適正
保管

現場Ｂ

不適正
保管

現場Ｃ

長距離運搬

長距離運搬

積替・保管場所
(許可施設）

中間処理施設
(許可施設）

０．３万ｔ
不法投棄等の
約２％

０．３万ｔ
不法投棄等の
約２％

９．５万ｔ
不法投棄等の
約６７％

９．５万ｔ
不法投棄等の
約６７％

３．０万ｔ
不法投棄等の
約２１％

３．０万ｔ
不法投棄等の
約２１％

０．３万ｔ
不法投棄等の
約２％

０．３万ｔ
不法投棄等の
約２％

１．２万ｔ
不法投棄等の
約８％

１．２万ｔ
不法投棄等の
約８％
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未然防止未然防止未然防止

産業廃棄物管理票制度（電マニ）
最終処分が適切に終了するまでの措置

許可・取り消しの厳格化、優良性評価制度、
車両ステッカー、行政処分の徹底

施設許可制度、廃棄物処理センター制度

立入検査・報告徴収、パトロール事業、
不法投棄ホットライン、地方環境事務所の設置

原状回復原状回復原状回復

適正処理推進センターの支援適正処理推進センターの支援

代執行・費用請求代執行・費用請求
いとまがない場合、措置命令に従わない場合、原因者
等不明の場合に代執行（行政代執行法の特例）

投棄者、原因者、注意義務違反の排出事業者

３／４補助率

不法投棄：５年以下の懲役又は
１０００万円以下の罰金（法人１億円）

処理業者の優良化処理業者の優良化

監視の強化監視の強化

排出事業者責任の強化排出事業者責任の強化

不法投棄の罰則の強化不法投棄の罰則の強化

適正な施設の確保適正な施設の確保

措置命令措置命令

※ 当面の目標 「平成21年までに大規模事案（5000トン以上）をゼロにする」

不法投棄対策の体系
第３章 ３.（１）②
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現場標識の掲示

■解体工事業者は営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を
掲示しなければならない。

■掲示事項及び標識の様式は建設リサイクル法で定められている。

・商号、名称又は氏名

・登録番号

・法人である場合にあっては、
その代表者の氏名

・登録年月日

・技術管理者の氏名

商号、名称又は氏名

法人である場合の
代表者の氏名

登録番号

登録年月日 年　　　　月　　　　日

技術管理者の氏名

解　体　工　事　業　者　登　録　票

40cm以上

35
cm

以
上

（参考）

技術者の氏名 専任の有無

資格名 資格者証交付番号

許可年月日 年　　　月　　　日

監理
主任

一般建設業又は特定建設業の別

許可を受けた建設業

許可番号

建　　設　　業　　の　　許　　可　　票

商号又は名称

代表者の氏名

掲示事項

（建設リサイクル法に基づく登録業者の場合）

※建設業法の許可を有する業者は、建設業法の
規定により、許可票の掲示が必要である。

第１章 ３.（２）②
第３章 ３.（２）②
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■届出（通知）済シール様式（例：東京都）

受 付 日

受 付 番 号

年　　　月　　　日

建 設 リ サ イ ク ル 法 届 出 ・ 通 知 済

行政庁名

状況把握の強化について

■建設リサイクル法第１０条に基づく届出（公共工事の場合は第１１条に基づく通知）済
みであることを確認し、無届出施工を抑止するほか、発注者・受注者・周辺住民等の
意識向上等に寄与することを目的に、「届出（通知）済シール」を交付し、解体工事の
現場標識に貼付するよう指導している自治体がある。

実施状況 都道府県数

実施済み ２３

一部で実施 ７

未実施 １７

■都道府県等における届出・通知済み
シールの実施状況（H18.7.10現在）

◎届出・通知者への届出・通知済みシールの交付

第１章 ３.（２）②
第３章 ３.（２）②
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分別解体等の実施に関する事務を行う市町村
（建設部局）

再資源化等の実施に関する事務を行う市町村
（環境部局）

義務的建築主事 政令で定める市
（旧保健所設置市）

さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市 さいたま市、川越市

任意的建築主事

春日部市、狭山市、上尾市、草加市、新座市

限定的建築主事
熊谷市、行田市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山
市、羽生市、鴻巣市、深谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷
市、朝霞市、志木市、和光市、桶川市、久喜市、北本市、八
潮市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸
手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、杉戸町、松伏町

その他 その他

残り ２８ 市町村：県の建設部局 残り ６８ 市町村：県の環境部局

■一部の市区町村では建設リサイクル法の規定に基づき、都道府県等に代わり、分別解体等や
再資源化等の実施に係る事務を行っている。

■一部地域では、分別解体等に係る事務は市区町村、再資源化等に係る事務は県が行ってお
り、自治体間の情報共有が必ずしも十分になされていないケースが見受けられる。

建設リサイクル法の事務処理を行う自治体について

表：建設リサイクル法に関する事務を行う市町村の比較（埼玉県の場合）

※義務的建築主事
建築主事を置かなけれ
ばならない市

※任意的建築主事
都道府県知事の同意を
得て建築主事を置いて
いる市

※限定的建築主事
規模の小さな建築物に
関する事務等、一定の
事務のみを行う建築主
事を置いている市区町
村

（H19.4.1時点）

＜自治体からの意見（アンケート調査より）＞
○建設リサイクル法を所管する部局が建設部局と環境部局であり、建設工事の届出から再資源化等までの一連の流れについて、適

正な手続き・処理がなされているか確認することが困難。両部局間での情報共有の体制づくりが必要。
○現行の規定では、行政組織間の情報提供による対応が個人情報取扱いの観点から妨げられることがあり、対象工事への対応に支

障がでる場合が想定される。

第３章 ３.（２）③
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■一部の自治体では、建設廃棄物が適正に再資源化施設に持ち込まれるように、再資
源化施設等の情報をインターネット等で提供している。

都道府県等における情報提供の取組

◎再資源化施設に関する情報提供の実施

都道府県
n=39

政令で定める市 n=53

注： 建設廃棄物の中間処理施設をもって再資源化施設の紹介としている自治体が
多い。
政令市の一部では、再資源化施設の紹介を県のHPで行っている。

インターネットによる情報提供
・２６自治体
冊子又は文書による情報提供
・４自治体

自治体での先進的な取組事例について

○茨城県
建設工事で排出が予想される３０品目について、
HP上の茨城県内建設廃棄物受入施設マップ（右図）で紹介

○横浜市
木くずの再資源化施設の基準を定め、再資源化事業者を登録制度とし、横浜市が

発注する建設工事から排出する木くずについて、指定処分を行っている。

図 茨城県内建設廃棄物受入施設マップ
（建設発生木材処理施設）

環境省 作成

第３章 ３.（２）③
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